
入札用設計図書販売業務に係る事業者の公募について 

 

京都市上下水道局（以下「当局」という。）が発注する建設工事等の入札に係

る設計書、仕様書及び図面等（以下「設計図書」という。）の販売を行う事業者

（以下「販売業者」という。）を次のとおり公募します。 

 令和７年６月４日 

京都市上下水道局総務部契約会計課  

１ 業務名 

  京都市上下水道局建設工事等の入札用設計図書販売業務 

２ 業務概要等 

  当局が発注する建設工事等の入札において、有償頒布の対象となる設計図 

 書を購入希望者に対して販売する業務 

⑴ 設計図書の販売の前日までに当局から設計図書の原稿（ＣＤ等に記録さ 

れたデータを含む。以下「原稿」という。）を当局が指定する販売業者が借 

り受ける。 

⑵ 設計図書の購入を希望する者（以下「購入希望業者」という。）からの申 

込みに基づき、原稿を複写し、販売する。 

⑶ 設計図書の販売は、応募申請書に記載した場所で行う。また、販売期間

は、⑴の貸付時に当局が指示する。 

⑷ 設計図書の販売期間の終了日から３日（日数の計算に当たっては、京都

市の休日を定める条例に規定する本市の休日（以下「休日」という。）を除

く。）以内に当局に原稿を返却する。 

⑸ 当局から求めがあった場合は、購入業者名を報告する。 

３ 履行期間 

  令和７年７月１日から令和８年６月３０日まで 

４ 応募条件 

  次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

 ⑴ 京都市上下水道局の令和７年度の競争入札参加有資格者名簿(物品)に写

真機械・青写真・第二原図の種目で登録されていること。 

 ⑵ 京都市上下水道局の令和７年度の競争入札参加有資格者名簿(工事)又は



競争入札参加有資格者名簿(測量・設計等)に登録がないこと、又、登録の

ある者と人事面・資金面で関連がないこと。 

⑶ 京都市内に主たる事業所（本社等）があること。 

⑷ 令和２年度以降に履行済の業務で、国又は地方公共団体の建設工事に係

る図面作成（設計図書原稿の複写を含む。）の実績があること。 

 ⑸ 原則として、設計図書の販売を要する日の午前９時から午後５時までの

間は、設計図書の販売を行える体制がとれること。 

 ⑹ 設計図書の販売に関して知り得た情報（設計図書を販売した数量、相手

方の名称等）について、秘密の保持ができること。 

５ 販売価格等 

  販売業者は下記の図書標準単価以内の価格で販売すること。 

種 類 規 格 標準単価（税抜き） 

電子複写（上質紙） 

Ａ０ ３３０円 

Ａ１ ３００円 

Ａ２ １５０円 

Ａ３ ５０円 

Ａ４ ４０円 

カラーコピー（上質紙） 
Ａ３ １５０円 

Ａ４ ９０円 

   ※１ 規格外の複写が必要な場合は、標準単価を別途定める。  

    ２ 業務開始後、上記規格の図書が販売できなくなった場合は、本件

業務の契約を解除する。（この場合、競争入札参加停止措置などは行

わない。） 

 

６ 委託時期等 

  応募者が複数である場合は、業務を履行する月及び担当する発注部署等を 

抽選のうえ決定する。 

７ 応募申請の手続 

  本件業務に応募申請しようとする者は、次に掲げる書類を提出し、応募条 

件について確認を受けなければならない。 

 なお、必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された書類は



返却しないが、当局において無断で使用しないものとする。 

 ⑴ 設計図書販売業務応募申請書（用紙交付） 

 ⑵ ⑴の申請書に記載した実績を証明し得る契約書の写し等 

８ 申請書交付及び申請の場所並びに期間 

 ⑴ 場所 

    〒６０１－８１１６ 

    京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地３ 

    京都市上下水道局総務部契約会計課 

    電話 ０７５－６７２－７７２８ 

 ⑵ 期間 

   令和７年６月４日（水）から令和７年６月１１日（水）まで（ただし、

休日を除く。） 

   なお、時間は午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時ま

でを除く。） 

９ 申請書等の提出方法 

８⑵の申請期間内に８⑴の場所に７⑴及び⑵に掲げる書類を持参し提出す

ること。 

10 応募条件の確認 

応募条件を満たすと確認した者には、令和７年６月１６日（月）までに電

話でその旨を通知する。 

11 本件に関する問合せ先 

  ８⑴と同じ 

 

 


